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(57)【要約】
【課題】患者や電子内視鏡の種類によらず、常に適切な
分光画像を得る。
【解決手段】電子内視鏡システム２のプロセッサ装置１
１は、ＣＣＤ２１で得られた撮像信号から、任意の波長
帯域を有する分光画像を生成する分光画像生成部３１を
有する。分光画像生成部３１は、分光推定画像の全画素
の分光特性の平均を求め、これを分光推定画像の全体の
色合いを代表する分光特性Ｓｒとする算出回路４０、分
光推定画像の各画素の分光特性と、算出回路４０で求め
た代表分光特性Ｓｒとの差分に応じて、分光推定画像の
各画素に対して強調処理を施す強調処理回路４１、強調
処理後の分光推定画像の各画素の分光特性の強度が、予
め規定された範囲内に収まるように、強調処理の強調量
を調整する強調量調整回路４２、および、強調処理後の
分光推定画像の任意の三波長におけるスペクトル画像を
、予め設定されたＲＧＢの三チャネルに割り当てるチャ
ネル割り当て回路４３からなる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子内視鏡で取得した画像に対して分光推定処理を施し、これにより得られた分光推定
画像に基づいて任意の波長帯域を有する分光画像を生成する画像処理方法であって、
　前記分光推定画像の全体の色合いを代表する代表分光特性を算出し、
　算出した代表分光特性を用いて、前記分光推定画像の各画素に対して強調処理を施すこ
とを特徴とする画像処理方法。
【請求項２】
　前記分光推定画像の全画素の分光特性の平均を求め、これを前記代表分光特性とするこ
とを特徴とする請求項１に記載の画像処理方法。
【請求項３】
　前記強調処理は、前記分光推定画像の各画素の分光特性と、前記代表分光特性との差分
に応じて行うことを特徴とする請求項２に記載の画像処理方法。
【請求項４】
　前記分光推定画像に対して主成分分析を施し、これにより得られた第一主成分を前記代
表分光特性とすることを特徴とする請求項１に記載の画像処理方法。
【請求項５】
　前記強調処理は、前記主成分分析により得られた第ｎ主成分（ｎは２以上の自然数）に
応じて行うことを特徴とする請求項４に記載の画像処理方法。
【請求項６】
　ｎ＝２であることを特徴とする請求項５に記載の画像処理方法。
【請求項７】
　前記分光推定画像の全画素の分光特性をベクトルとしてクラスター分析を行い、最大ク
ラスターを前記代表分光特性とすることを特徴とする請求項１に記載の画像処理方法。
【請求項８】
　前記強調処理は、前記分光推定画像の各画素の分光特性と、前記最大クラスターの重心
との距離に応じて行うことを特徴とする請求項７に記載の画像処理方法。
【請求項９】
　前記分光推定画像の各画素の分光特性の強度が、予め規定された範囲内に収まるように
、前記強調処理の強調量を調整することを特徴とする請求項１ないし８のいずれかに記載
の画像処理方法。
【請求項１０】
　前記強調処理後の分光推定画像の任意の三波長におけるスペクトル画像を、予め設定さ
れたＲＧＢの三チャネルに割り当てることを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記
載の画像処理方法。
【請求項１１】
　電子内視鏡で取得した画像に対して分光推定処理を施し、これにより得られた分光推定
画像に基づいて任意の波長帯域を有する分光画像を生成する画像処理装置であって、
　前記分光推定画像の全体の色合いを代表する代表分光特性を算出する算出手段と、
　算出した代表分光特性を用いて、前記分光推定画像の各画素に対して強調処理を施す強
調処理手段とを備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１２】
　前記算出手段は、前記代表分光特性として、前記分光推定画像の全画素の分光特性の平
均を求めることを特徴とする請求項１１に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記強調処理手段は、前記分光推定画像の各画素の分光特性と、前記代表分光特性との
差分に応じて前記強調処理を行うことを特徴とする請求項１２に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記算出手段は、前記分光推定画像に対して主成分分析を施し、これにより得られた第
一主成分を前記代表分光特性とすることを特徴とする請求項１１に記載の画像処理装置。
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【請求項１５】
　前記強調処理手段は、前記主成分分析により得られた第ｎ主成分（ｎは２以上の自然数
）に応じて前記強調処理を行うことを特徴とする請求項１４に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　ｎ＝２であることを特徴とする請求項１５に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　前記算出手段は、前記分光推定画像の全画素の分光特性をベクトルとしてクラスター分
析を行い、最大クラスターを前記代表分光特性とすることを特徴とする請求項１１に記載
の画像処理装置。
【請求項１８】
　前記強調処理手段は、前記分光推定画像の各画素の分光特性と、前記最大クラスターの
重心との距離に応じて前記強調処理を行うことを特徴とする請求項１７に記載の画像処理
装置。
【請求項１９】
　前記分光推定画像の各画素の分光特性の強度が、予め規定された範囲内に収まるように
、前記強調処理の強調量を調整する強調量調整手段を備えることを特徴とする請求項１１
ないし１８のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項２０】
　前記強調処理後の分光推定画像の任意の三波長におけるスペクトル画像を、予め設定さ
れたＲＧＢの三チャネルに割り当てるチャネル割り当て手段を備えることを特徴とする請
求項１１ないし１９のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項２１】
　請求項１１ないし２０のいずれかに記載の画像処理装置を備えることを特徴とする電子
内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子内視鏡で取得した画像から任意の波長帯域を有する分光画像を生成する
画像処理方法、および装置、並びに電子内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、医療分野において、電子内視鏡を利用した医療診断が盛んに行われている。
電子内視鏡の被検体内に挿入される挿入部先端には、ＣＣＤなどの固体撮像素子が内蔵さ
れている。固体撮像素子により取得した撮像信号に対して、プロセッサ装置で信号処理を
施すことで、モニタで被検体内の被観察部位の画像を観察することができる。
【０００３】
　電子内視鏡を用いた医療診断の分野では、病変の発見を容易にするために、狭い波長帯
域の光を被観察部位に照射し、これによる反射光を画像化（以下、このようにして得られ
た画像を、通常の画像と区別して分光画像と呼ぶ。）して観察するNarrow Band Imaging
（以下、ＮＢＩと略す。）と呼ばれる手法が脚光を浴びている。ＮＢＩによれば、被観察
部位に色素を散布したり、インドシアニングリーン（ＩＣＧ；Indocyanine green）など
の造影剤を注入したりすることなく、粘膜下層部の血管を強調した画像や、胃壁、腸の表
層組織などの臓器の構造物を強調した画像を容易に得ることができる。
【０００４】
　分光画像を用いた医療診断の例としては、病変の分光データのデータベースを有し、眼
底の分光画像内で病変の分光データと類似した部分を特定する分光画像解析方法が提案さ
れている（特許文献１参照）。
【０００５】
　また、最近、狭い波長帯域の光ではなく、通常の白色光を被観察部位に照射して得られ
た通常の画像に対して、主成分分析を用いた次元圧縮による線形近似や、ウィナー推定な
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どに代表される分光推定処理を施すことで、分光画像を得る技術が実用化されている。こ
の技術では、分光推定処理の結果得られた画像に対して、一定の強調量で強調処理を施し
ている。
【特許文献１】特開２００５－２９６４３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、臓器の色には個人差があり、電子内視鏡の性能も機種や個体毎に異なる
ため、強調処理の強調量を一律にすると、患者や電子内視鏡の種類によっては、強調の結
果得られる画像が、診断に不適切となる場合があった。この問題は、特許文献１に記載の
発明を応用して、患者や電子内視鏡の種類に応じた強調量をデータベース化すれば一応は
解決されるが、データベースを作成するためには、事前に臓器の色の測定や電子内視鏡の
性能試験を行わなければならならず、そのうえ、データベースのデータ量が膨大になるお
それがある。
【０００７】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、患者や電子内視鏡の種類によらず、
常に適切な分光画像を得ることが可能な画像処理方法、および装置、並びに電子内視鏡シ
ステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、電子内視鏡で取得した画像に対
して分光推定処理を施し、これにより得られた分光推定画像に基づいて任意の波長帯域を
有する分光画像を生成する画像処理方法であって、前記分光推定画像の全体の色合いを代
表する代表分光特性を算出し、算出した代表分光特性を用いて、前記分光推定画像の各画
素に対して強調処理を施すことを特徴とする。なお、「分光推定画像の全体の色合いを代
表する」とは、病変部以外の画像の大部分を占める正常な部位の色合いを代表することと
同義である。
【０００９】
　前記分光推定画像の全画素の分光特性の平均を求め、これを前記代表分光特性とするこ
とが好ましい。この場合、前記強調処理は、前記分光推定画像の各画素の分光特性と、前
記代表分光特性との差分に応じて行うことが好ましい。
【００１０】
　あるいは、前記分光推定画像に対して主成分分析を施し、これにより得られた第一主成
分を前記代表分光特性とすることが好ましい。この場合、前記強調処理は、前記主成分分
析により得られた第ｎ主成分（ｎは２以上の自然数）に応じて行うことが好ましく、ｎ＝
２であることが好ましい。
【００１１】
　さらには、前記分光推定画像の全画素の分光特性をベクトルとしてクラスター分析を行
い、最大クラスターを前記代表分光特性とすることが好ましい。この場合、前記強調処理
は、前記分光推定画像の各画素の分光特性と、前記最大クラスターの重心との距離に応じ
て行うことが好ましい。
【００１２】
　前記分光推定画像の各画素の分光特性の強度が、予め規定された範囲内に収まるように
、前記強調処理の強調量を調整することが好ましい。
【００１３】
　前記強調処理後の分光推定画像の任意の三波長におけるスペクトル画像を、予め設定さ
れたＲＧＢの三チャネルに割り当てることが好ましい。
【００１４】
　請求項１１に記載の発明は、電子内視鏡で取得した画像に対して分光推定処理を施し、
これにより得られた分光推定画像に基づいて任意の波長帯域を有する分光画像を生成する
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画像処理装置であって、前記分光推定画像の全体の色合いを代表する代表分光特性を算出
する算出手段と、算出した代表分光特性を用いて、前記分光推定画像の各画素に対して強
調処理を施す強調処理手段とを備えることを特徴とする。なお、この場合も請求項１と同
様に、「分光推定画像の全体の色合いを代表する」とは、病変部以外の画像の大部分を占
める正常な部位の色合いを代表することと同義である。
【００１５】
　前記算出手段は、前記代表分光特性として、前記分光推定画像の全画素の分光特性の平
均を求めることが好ましい。この場合、前記強調処理手段は、前記分光推定画像の各画素
の分光特性と、前記代表分光特性との差分に応じて前記強調処理を行うことが好ましい。
【００１６】
　あるいは、前記算出手段は、前記分光推定画像に対して主成分分析を施し、これにより
得られた第一主成分を前記代表分光特性とすることが好ましい。この場合、前記強調処理
手段は、前記主成分分析により得られた第ｎ主成分（ｎは２以上の自然数）に応じて前記
強調処理を行うことが好ましく、ｎ＝２であることが好ましい。
【００１７】
　さらには、前記算出手段は、前記分光推定画像の全画素の分光特性をベクトルとしてク
ラスター分析を行い、最大クラスターを前記代表分光特性とすることが好ましい。この場
合、前記強調処理手段は、前記分光推定画像の各画素の分光特性と、前記最大クラスター
の重心との距離に応じて前記強調処理を行うことが好ましい。
【００１８】
　前記分光推定画像の各画素の分光特性の強度が、予め規定された範囲内に収まるように
、前記強調処理の強調量を調整する強調量調整手段を備えることが好ましい。
【００１９】
　前記強調処理後の分光推定画像の任意の三波長におけるスペクトル画像を、予め設定さ
れたＲＧＢの三チャネルに割り当てるチャネル割り当て手段を備えることが好ましい。
【００２０】
　請求項２１に記載の発明は、電子内視鏡システムであって、請求項１１ないし２０のい
ずれかに記載の画像処理装置を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の画像処理方法、および装置、並びに電子内視鏡システムによれば、分光推定画
像の全体の色合いを代表する代表分光特性を算出手段で算出し、算出した代表分光特性を
用いて、強調処理手段で分光推定画像の各画素に対して強調処理を施すので、患者や電子
内視鏡の種類によらず、常に適切な分光画像を得ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１において、電子内視鏡システム２は、電子内視鏡１０、およびプロセッサ装置１１
から構成される。電子内視鏡１０は、被検体内に挿入される挿入部１２と、挿入部１２の
基端部分に連設された操作部１３とを備えている。
【００２３】
　挿入部１２の先端に連設された先端部１２ａには、被検体内の被観察部位の像光を取り
込むための対物光学系２０と像光を撮像するＣＣＤ２１（ともに図２参照）、被観察部位
に照明装置２４（図２参照）からの照明光を照射するための照明窓２２（図２参照）が内
蔵されている。また、先端部１２ａには、鉗子口１４と連通した鉗子出口、送気・送水ボ
タン１３ａを操作することによって、対物光学系２０を保護する観察窓の汚れを落とすた
めの洗浄水やエアーが噴射されるノズルなどが設けられている。ＣＣＤ２１により取得さ
れた被検体内の画像は、コード１５で接続されたプロセッサ装置１１のモニタ１６に表示
される。
【００２４】
　先端部１２ａの後方には、複数の湾曲駒を連結した湾曲部１２ｂが設けられている。湾
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曲部１２ｂは、操作部１３に設けられたアングルノブ１３ｂが操作されて、挿入部１２内
に挿設されたワイヤが押し引きされることにより、上下左右方向に湾曲動作する。これに
より、先端部１２ａが被検体内の所望の方向に向けられる。
【００２５】
　湾曲部１２ｂの後方には、可撓性を有する軟性部１２ｃが設けられている。軟性部１２
ｃは、先端部１２ａが被観察部位に到達可能なように、且つ術者が操作部１３を把持して
操作する際に支障を来さない程度に患者との距離を保つために、数ｍの長さを有する。
【００２６】
　図２において、照明窓２２には、ライトガイド２３の一端が取り付けられている。ライ
トガイド２３は、挿入部１２に亘って設けられており、その他端は、操作部１３内に設け
られた照明装置２４に接続されている。照明装置２４は、ハロゲンランプや白色ＬＥＤな
どの光源を有し、この光源で発せられた光が、ライトガイド２３を伝って照明窓２２から
被観察部位に照射される。
【００２７】
　ＣＣＤ２１には、ＣＰＵ２５によって制御されるドライバ２６が接続されている。ドラ
イバ２６は、ＣＣＤ２１の電荷蓄積時間と電荷掃き出しタイミングを制御するためのタイ
ミング信号（クロックパルス）をＣＣＤ２１に出力する。
【００２８】
　ＣＣＤ２１から出力された撮像信号は、プロセッサ装置１１の画像メモリ２７に入力さ
れ、記憶される。画像メモリ２７には、通常画像生成部２８、および分光推定処理部２９
が接続されている。
【００２９】
　通常画像生成部２８は、画像メモリ２７から読み出した撮像信号に対して、相関二重サ
ンプリング、増幅、Ａ／Ｄ変換などのアナログ信号処理を施した後、階調補正、輪郭強調
、γ補正などのデジタル信号処理を施し、通常画像を生成する。通常画像生成部２８は、
生成した通常画像を表示制御部３０に出力する。
【００３０】
　分光推定処理部２９は、画像メモリ２７から撮像信号を読み出し、読み出した撮像信号
を用いて、主成分分析を用いた次元圧縮による線形近似や、ウィナー推定などによる分光
推定処理を施す。分光推定処理は、具体的には、撮像信号から、ＣＣＤ２１の画素毎に可
視光の波長帯域（波長４００ｎｍ～７００ｎｍ）における被観察部位の分光反射率を推定
する。分光推定処理部２９は、分光推定処理の結果生成される分光推定画像を分光画像生
成部３１に出力する。
【００３１】
　分光画像生成部３１は、分光推定処理部２９からの分光推定画像に基づいて、任意の波
長帯域を有する分光画像を生成する。図３に示すように、分光画像生成部３１は、算出回
路４０、強調処理回路４１、強調量調整回路４２、およびチャネル割り当て回路４３を有
する。
【００３２】
　図４の上段および中段に示すように、算出回路４０は、分光推定画像の全画素の分光特
性の平均を求める。算出回路４０で求めた分光特性の平均は、分光推定画像の全体の色合
いを代表する分光特性（以下、代表分光特性という。）Ｓｒである。換言すれば、代表分
光特性Ｓｒは、病変部以外の画像の大部分を占める正常な部位の色合いを代表するもので
ある。
【００３３】
　図４の下段に示すように、強調処理回路４１は、分光推定画像の各画素の分光特性と、
算出回路４０で求めた代表分光特性Ｓｒとの差分に応じて、分光推定画像の各画素に対し
て強調処理を施す。
【００３４】
　具体的には、例えば、上段に点線で示す分光特性Ｓａ、および二点鎖線で示す分光特性



(7) JP 2008-23041 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

Ｓｃのように、代表分光特性Ｓｒとの差分が大きい場合は強調量を大きくし、下段に示す
分光特性Ｓａ’、Ｓｃ’とする。対して、上段に一点鎖線で示す分光特性Ｓｂのように、
代表分光特性Ｓｒとの差分が小さい場合は強調量を小さくし、下段に示す分光特性Ｓｂ’
とする。
【００３５】
　そして、分光特性Ｓｂのように差分が正の場合は正の強調量とし、分光特性Ｓｃのよう
に差分が負の場合は負の強調量とする。これにより、強調処理された分光推定画像は、全
体の色合いと略同じ色合いの部分よりも、全体の色合いと違う色合いの部分がより強調さ
れたものとなる。なお、ここでは、便宜上、分光推定画像の分光特性をＳａ～Ｓｃ、Ｓａ
’～ Ｓｃ’の三本ずつ描いているが、実際には、分光推定画像の全画素の分光特性を対
象として、代表分光特性の算出、および強調処理を行う。
【００３６】
　ここで、分光特性の強度は、言う迄もなく光の強さを表しており、画像処理においては
、この光の強さを適当な階調値（例えば、０～２５５）に割り当てて画像データを生成す
る。このため、強調処理後の分光推定画像の各画素の分光特性の強度が、予め設定された
階調値で表せない場合、つまり、図５の上段に示す分光特性Ｓｄ、Ｓｅのように、予め規
定された範囲０～Ｉｔに収まらない場合は、強調処理時の強調量を調整する必要がある。
そこで、図５の下段に示すように、強調量調整回路４２により、強調処理後の分光推定画
像の各画素の分光特性の強度が、分光特性Ｓｄ’、Ｓｅ’のように、予め規定された範囲
０～Ｉｔに収まるように、強調処理の強調量を調整する。
【００３７】
　図６に示すように、チャネル割り当て回路４３は、強調処理後の分光推定画像の任意の
三波長（例えば、波長５００ｎｍ、４５０ｎｍ、４００ｎｍ）におけるスペクトル画像を
、予め設定されたＲＧＢの三チャネルに割り当てる。これにより、ある波長における分光
推定画像の各画素の分光特性の強度が、ＲＧＢいずれかの階調値で表され、これが分光画
像として表示制御部３０に出力される。ＲＧＢのチャネルに割り当てる三波長は、予め設
定されているか、あるいは、操作卓３２（図２参照）を操作することにより、個別に設定
変更される。
【００３８】
　図７に示すように、表示制御部３０は、検査日や患者の情報５０とともに、通常画像生
成部２８から出力された通常画像５１、および分光画像生成部３１から出力された分光画
像５２を、モニタ１６に並べて表示させる。また、操作卓３２で選択することにより、通
常画像５１、または分光画像５２をそれぞれ個別にモニタ１６に表示させることも可能と
なっている。
【００３９】
　図２に戻って、ＣＰＵ２５は、プロセッサ装置１１の全体の動作を統括的に制御する。
ＣＰＵ２５には、各種設定や操作を行うための操作卓３２が接続されている。ＣＰＵ２５
は、操作卓３２から入力される操作入力信号に応じて、各部を動作させる。
【００４０】
　上記のように構成された電子内視鏡システム２で被検体内を観察する際には、電子内視
鏡１０、プロセッサ装置１１の電源を投入して、挿入部１２を被検体内に挿入する。そし
て、照射装置２４をオンして、照明窓２２から照射される光で被検体内を照明しながら、
ＣＣＤ２１により得られる画像をモニタ１６で観察する。
【００４１】
　対物光学系２０から取り込まれた被観察部位の像光は、ＣＣＤ２１の撮像面に結像され
、これによりＣＣＤ２１から撮像信号が出力される。ＣＣＤ２１から出力された撮像信号
は、画像メモリ２７に取り込まれる。画像メモリ２７に取り込まれた撮像信号は、通常画
像生成部２８、および分光推定処理部２９に順次読み出される。
【００４２】
　通常画像生成部２８では、画像メモリ２７から読み出した撮像信号に対して各種信号処
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理が施され、これにより通常画像が生成される。通常画像生成部２８で生成された通常画
像は、表示制御部３０に出力される。
【００４３】
　一方、分光推定処理部２９では、画像メモリ２７から読み出した撮像信号を用いて、分
光推定処理が実行される。分光推定処理部２９による分光推定処理の結果生成される分光
推定画像は、分光画像生成部３１に出力される。
【００４４】
　図８のフローチャートに示すように、分光画像生成部３１では、算出回路４０により、
分光推定画像の全画素の分光特性の平均、すなわち代表分光特性Ｓｒが算出される。そし
て、強調処理回路４１で、分光推定画像の各画素の分光特性と代表分光特性Ｓｒとの差分
に応じて、分光推定画像の各画素に対して強調処理が施される。
【００４５】
　強調処理後、分光推定画像の各画素の分光特性の強度が、予め規定された範囲０～Ｉｔ
に収まらない場合は、分光推定画像の各画素の分光特性の強度が、予め規定された範囲０
～Ｉｔに収まるように、強調量調整回路４２で強調量が調整される。そして、強調処理回
路４１で、調整された強調量で再び強調処理が施される。分光推定画像の各画素の分光特
性の強度が、予め規定された範囲０～Ｉｔに収まっている場合は、当然ながら強調量の調
整は行われない。
【００４６】
　次いで、チャネル割り当て回路４３によって、強調処理後の分光推定画像の任意の三波
長におけるスペクトル画像が、ＲＧＢの三チャネルに割り当てられる。これにより、割り
当てられた波長における分光推定画像の各画素の分光特性の強度が、ＲＧＢいずれかの階
調値で表された分光画像が生成される。生成された分光画像は、表示制御部３０に出力さ
れる。表示制御部３０に出力された通常画像、および分光画像は、モニタ１６に並べて、
あるいはそれぞれ個別に表示される。
【００４７】
　以上説明したように、電子内視鏡システム２は、分光推定画像の全体の色合いを代表す
る代表分光特性Ｓｒを算出回路４０で算出し、算出した代表分光特性Ｓｒを用いて、強調
処理回路４１で分光推定画像の各画素に対して強調処理を施すので、臓器の色の個人差や
、電子内視鏡の性能のばらつきによる分光画像への影響を吸収することができ、常に安定
した診断を行うことができる。
【００４８】
　また、分光推定画像の各画素の分光特性の強度が、予め規定された範囲内に収まるよう
に、強調量調整回路４２で強調量を調整するので、いわゆる白飛びや黒潰れといった画質
劣化を防止することができる。
【００４９】
　さらに、強調処理後の分光推定画像の任意の三波長におけるスペクトル画像を、チャネ
ル割り当て回路４３で予め設定されたＲＧＢの三チャネルに割り当てるので、病変や血管
などの観察したい部分が強調表示された分光画像を得ることができる。
【００５０】
　上記実施形態では、代表分光特性Ｓｒとして、分光推定画像の全画素の分光特性の平均
を採用した例を挙げて説明したが、図９および図１０に示す、主成分分析を用いる方法を
採用してもよい。すなわち、図９の上段および中段に示すように、算出回路４０で分光推
定画像に対して主成分分析を施し、これにより得られた第一主成分Ｓ１を代表分光特性Ｓ
ｒとする。なお、第一主成分Ｓ１を代表分光特性Ｓｒとするのは、全体の情報の中に占め
る割合（寄与率）が、第一主成分Ｓ１が最も高いからである。
【００５１】
　次いで、下段に示すように、強調処理回路４１で、第二主成分Ｓ２に対して強調処理を
施し、Ｓ２’とする。なお、第二主成分Ｓ２に対して強調処理を施すのは、第二主成分Ｓ

２が、代表分光特性Ｓｒである第一主成分Ｓ１とは相関がなく、分光推定画像の全体の色
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合いと違う色合いの部分の情報を表すからである。
【００５２】
　第二主成分Ｓ２に対して強調処理を施した後、図１０に示すように、強調処理後の第二
主成分Ｓ２’と、第一主成分Ｓ１とを用い、適当な主成分係数で分光推定画像を再構成し
、図４の下段に示すものと同様に、分光推定画像の全体の色合いと違う色合いの部分が強
調された分光推定画像を得る。なお、強調処理を施す主成分としては、第二主成分に限ら
ず、第一主成分の寄与率が高くない場合などには、例えば、第三主成分や第四主成分に対
して強調処理を施してもよい。
【００５３】
　あるいは、図１１に示す、クラスター分析を用いる方法を採用してもよい。この場合、
まず、上段に示すように、分光推定画像の全画素の分光特性を表す指標ｐをＸＹの二次元
空間（実際には、指標ｐの要素数ｎ次元空間、説明のために二次元空間としている。）に
プロットする。
【００５４】
　そして、中段に示すように、プロットした指標ｐに対して、算出回路４０でクラスター
分析を行う。具体的には、指標ｐ間のｎ次元空間におけるユークリッド距離を算出して、
相互の距離の最も近い指標ｐを順次クラスターとして纏めていく。この方法では、クラス
ター分析により得られた最大クラスターＣｍ（全ての指標ｐが一つのクラスターに包含さ
れる以前のクラスターのうち、サイズが最も大きいクラスター）が分光推定画像の全体の
色合いの最も典型的な情報を示すものであるため、最大クラスターＣｍを代表分光特性Ｓ
ｒとする。
【００５５】
　次に、下段に示すように、強調処理回路４１で、最大クラスターＣｍの重心Ｇとの距離
に応じて、最大クラスターＣｍに含まれていない指標ｐ、つまり、分光推定画像の全体の
色合いと違う色合いの部分の情報を表す指標ｐに対して強調処理を施し、ｐ’とする。こ
のときの強調量は、例えば、重心Ｇとの距離が大きい場合は強調量も大きくし、小さい場
合は強調量も小さくする。そして、重心Ｇと強調前の元々の指標ｐとを結ぶ直線の延長線
上に、強調後の指標ｐ’がくるようにする。これにより、上記実施形態の二つの方法と同
様に、分光推定画像の全体の色合いと違う色合いの部分が強調された分光推定画像を得る
。
【００５６】
　上記実施形態では、分光推定画像の各画素の分光特性の強度が、予め規定された範囲内
に収まらない場合に、強調量調整回路４２で強調量を調整した後、再び強調処理回路４１
で強調処理を施すようにしているが、強調処理を施す前に強調量を調整し、一度の強調処
理で分光推定画像の各画素の分光特性の強度を予め規定された範囲内に収めるようにして
もよい。
【００５７】
　なお、照明装置２４は、電子内視鏡と一体にする必要はなく、外部に設けてコードで接
続する構成としてもよい。また、上記実施形態では、電子内視鏡１０を例示して説明した
が、被観察部位に超音波を照射して、被観察部位からのエコー信号を受信する超音波トラ
ンスデューサが、ＣＣＤとともに先端部に一体的に配された超音波内視鏡についても、本
発明は適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】電子内視鏡システムの構成を示す概略図である。
【図２】電子内視鏡システムの構成を示すブロック図である。
【図３】分光画像生成部の構成を示すブロック図である。
【図４】算出回路および強調処理回路における処理の流れを示す説明図である。
【図５】強調量調整回路における処理の流れを示す説明図である。
【図６】チャネル割り当て回路における処理を説明するための図である。
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【図７】モニタの表示状態を示す図である。
【図８】分光画像生成部における処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】主成分分析を採用した場合の処理の流れを示す説明図である。
【図１０】主成分分析を採用した場合の処理の流れを示す説明図である。
【図１１】クラスター分析を採用した場合の処理の流れを示す説明図である。
【符号の説明】
【００５９】
　２　電子内視鏡システム
　１０　電子内視鏡
　１１　プロセッサ装置
　１６　モニタ
　２１　ＣＣＤ
　２５　ＣＰＵ
　２８　通常画像生成部
　２９　分光推定処理部
　３１　分光画像生成部
　４０　算出回路
　４１　強調処理回路
　４２　強調量調整回路
　４３　チャネル割り当て回路
　５１　通常画像
　５２　分光画像

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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要解决的问题：无论患者的种类和电子内窥镜的类型如何，都要不断获
得合适的光谱图像。解决方案：电子内窥镜系统2的处理器11具有光谱图
像生成部分31，其从由CCD 21获得的图像拾取信号生成具有期望波长范
围的光谱图像。光谱图像生成部分31包括计算电路40，其确定估计的光
谱图像的所有像素的平均光谱特性，以使光谱特征Sr表示作为估计的光
谱图像的整体的颜色阴影，强调处理电路41对其进行强调处理。估计的
光谱图像的各个像素根据估计的光谱图像的各个像素的光谱特性与利用
计算电路40获得的代表性光谱特征Sr之间的差异，调整强调程度的强调
程度调整电路42用于强调处理以便在预先设定的范围内的强调处理之后
保持估计的光谱图像的各个像素的光谱特性的强度，以及在估计的光谱
的三个任意波长中分配光谱图像的信道分配电路43图像经过强调处理后
预设三个RGB通道。
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